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第 4 章 推進のための取組 

１ 身近な地域で支えあう仕組みづくり 

２ 地域における福祉保健活動を推進するための基盤づくり 

３ 多様性を尊重した幅広い市民参加の促進  
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『第４章 推進のための取組』の見方 

 

「推進のための取組」（３つ）
ごとに全体の方向性を記載

(1)(2)…ごとに横浜市として
の現状と課題を記載

現状・課題を受けた「取組のポ
イント」を記載

活動指標と関連する
直接アウトカム指標を記載

市・市社協が行う取組を、
以下の５項目に分けて記載

【情報発信・啓発】
【連携強化・ネットワーク構築】
【事例・ノウハウの共有】
【人材育成・確保／体制強化】
【交流等の場の充実】
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1 身近な地域で支えあう仕組みづくり 

 

  

(１) 日常的なつながりを通じた住民による支えあいの充実 

＜現状・課題＞ 

➢ 自治会町内会や地区社協、民生委員・児童委員等を中心とした見守りやサロン活動等に加え、子ど

もの居場所や移動販売等の活動の場を通して、世代を超えた幅広い対象者を意識した地域主体の

見守りの取組が進んでいます。 

➢ その一方で、コロナ禍で急増した困窮者からの相談の背景に、困ったときに相談できる相手がおら

ず、つながりが乏しい社会的孤立状態に置かれている人が多くいることも明らかになっています。 

➢ 周りの住民は、身近に困っている人がいるということを知らなかったり、異変に気付いてもそれを誰

に伝えたらよいのか分からず、抱え込んでいたりするという現状もあります。 

➢ 困っている人が地域の中で孤立しないこと、また、何らかのきっかけで困りごとを抱えたときに、安心

して自ら支援を求めることができるよう、これまで取り組まれてきた見守り・支えあいの活動だけでな

く、地域全体でお互いに気にかけあうことのできる関係を広げていくことが大切です。 

➢ 世代や障害、国籍等、様々な立場や背景を超え、身近な地域での日常的な「つながり」を通じた地

域ぐるみの緩やかな見守り体制を構築していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

【全体の方向性】 

日常的なつながりを通じた住民による支えあいの充実に取り組むほか、地域の課題解決に向けた

住民・支援機関・関係機関の連携を促進していきます。また、高齢化の進展等を見据えて認知症や障

害のある人の権利擁護を推進するとともに、生活困窮、いわゆる「8050 問題」、ひきこもり状態にあ

る人やヤングケアラー、ダブルケア等、その家族への支援などにも取り組みます。あわせて、子育て世

帯が孤立しないよう地域における子育て支援の場や機会を拡充します。 

 身近な地域で気にかけあい、困りごとを抱えた人への気付きを広げる 

 日常的なつながりを通じた見守りの体制づくり 

 安心して地域生活を送るための支えあいの充実 

取組のポイント 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 隣近所の人の様子や暮らしをさりげなく気にかけあうような、緩やかな見守りが大切であることの周

知啓発＜市＞  

➢ 困りごとは多様であり、身近な地域にも困っている人がいるという視点を共有するための情報発信

＜市＞ 

➢ 周囲の人の変化に気付いたときに、身近な支援者や支援機関、行政等につなげる大切さの周知啓

発＜市＞ 

➢ 様々な支援機関・関係機関や当事者団体などの相談窓口の周知＜市＞ 

➢ 地域住民に幅広く地域福祉保健の取組、活動を知ってもらうための PR＜市＞ 

➢ 社会的孤立等、地域と支援機関が協働して受け止め、解決していく必要のある課題の提示と取組推

進の支援＜市・市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 一人ひとりの身近な「気付き」を共有するための地域住民がつながるきっかけづくり 

＜市・市社協＞ 

➢ 地域で様々な役割を担う人達が、困りごとを抱えている人を連携して見守る体制づくりに向けた支

援＜市・市社協＞ 

➢ 認知症等の高齢者や障害のある人の外出中のトラブルや事故などを防ぐ、緩やかな見守り支援に

むけた連携の仕組みづくり＜市・市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 住民と企業、商店、施設、ＮＰＯ等、地域にある様々な主体による見守りの事例集約と共有 

＜市・市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 地域の特性に応じた様々な課題に対する支援を通じた地域のつながりづくり＜市・市社協＞ 

➢ 地域における見守り機能強化に向けた市域の取組の検討＜市・市社協＞ 

➢ 住民・企業・商店等を対象とした見守り活動に協力するサポーターの養成＜市・市社協＞ 

➢ 障害等への理解を深め、本人の意思決定と見守りを進めていくための取組の検討、拡充 

＜市・市社協＞ 

➢ 地域活動に幅広く活用される、誰でも参加ができるといった特徴を生かした共同募金の拡充 

<市社協> 
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➢ 個別支援級の通学や余暇などの付き添い等をきっかけとした、身近な地域のつながりづくりの推進

＜市社協＞ 

➢ 災害時要援護者支援等を通じた、平時からの地域主体の見守り活動の支援＜市・市社協＞ 

➢ コロナ禍で顕在化した課題の解決に向けた住民の支えあいによる取組の継続・拡充支援 

＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 住民相互の見守り、気付き、助けあいにつながる身近な地域における居場所づくりの推進 

＜市社協＞ 

➢ サロン、お茶会、趣味活動等の様々な交流の場が、地域の見守りにもつながる意識の共有＜市＞ 

➢ 地域ぐるみで子どもを育てる場の充実＜市＞ 

➢ 日常の様々な活動の中で、認知症や障害のある人等と交流し理解を深める機会や場の創出＜市＞ 

➢ 防災訓練・美化活動等、地域住民同士が顔を合わせ交流ができるような場への支援＜市＞ 

➢ 立場や背景、価値観の違いなどを互いに尊重し、必要なときに支えあうことができる関係づくりに向

けた身近な地域の中で日常的に交流できる機会、場づくりの推進＜市＞ 

 

＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

地域の取組を共有する機会の数 52件 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

①困りごとを抱えた人に気付く機会が増える  

 指標：つながりを目的とした地域主体の取組数 617件 

②住民同士の日常のつながりが増える  

 指標：把握されている住民主体の交流・居場所の数 8,060か所 

※ 評価指標については、P.84を参照 
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トピックス：ヤングケアラーへの支援 

 

○  ヤングケアラーとは 

法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを

日常的に行っている子どもとされています。             (参考)一般社団法人日本ケアラー連盟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ヤングケアラーと子どもの人権 

   ・家族のお世話をすること、そしてその子どもたちの想いは、決して否定されるべきものではありませ

ん。しかし、年齢や成長に見合わない重い責任や負担が続くことで、子どもらしい生活が送れず、辛

い思いをしてしまう場合もあります。 

   ・全ての子どもたちが元気で健やかに育まれるよう、子どもや家庭が抱える問題の背景をしっかり捉

え、社会全体で解決に向けて考えていくことが大切です。 

○  ヤングケアラーに関する実態把握調査（令和4（2022）年度）から見えた子どもたちの姿 

世話をしている家族が「いる」子どもは、小学5年生で 20.3％、中学２年生で１３．５％でした。 

そのうち、自分がヤングケラーであると思う子どもは、小学 5 年生で８．６％（全体の約 1.7％）、中学

2年生で６．５％（全体の約０．９％）でした。 

 

 

 

 

 

 

○  ヤングケアラーへの地域での取組（鶴見区：一般社団法人Omoshiroの取組） 

ひとり親のお母さんや精神疾患を抱えたお母さんなど、サポートが必要な家庭とその子どもに対し

て、「親子まるっと」で伴走していくことを大切にしながら、生活・就労・学習・居住支援などに関する

事業を通して、ヤングケアラー支援を行っています。 

例えば “ヤングケアラー“の子どもたちは日常的にこんなことを担っています。 
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トピックス：地域住民と共に取り組む見守りの仕組みづくり「旭区ご近助ほっこり活動」 

  

〇ご近所との「つながり」の希薄化が進む中で、様々な生活課題を抱える人が誰にも相談できずに孤立

し、子どもの虐待などの問題が深刻化するケースがあります。「ご近所さんを見守るのは大変。責任も重

い」と感じている方、「ご近所さんの名前も知らない、話したこともない」という方も少なくないと思われ

ますが、旭区社会福祉協議会では「旭区ご近助ほっこり活動」に地域住民と連携しながら取り組んでい

ます。 

〇「旭区ご近助ほっこり活動」とは、日常生活

の中で「ちょっと気になる」、「なにか心配」

という方を「お互いさま」の気持ちでそっと

気にかけたり、声をかけたりするゆるやかな

見守り、つながりづくりの仕組みです。自治

会町内会をはじめ、民生委員・児童委員、地

区社協、友愛活動員、見守り組織、サロンや

移動販売など、各地域にある組織や活動を

有効に活用して実施されています。そして、

既存の活動の見守りから抜けがちな、子育

て世帯、ひとり親世帯、生活困窮者、障害

者、単身世帯などについても、見守りができ

るよう各地域で工夫し、できるところから、で

きる範囲で活動を広げています。 

〇「見守り＝小さな変化に気付く」には、直接お話をすることだけでなく、様々な方法があります。 

例えば、普段は新聞紙や郵便物が溜まっていないのに「ポストに郵便が溜まっている」、いままでゴミ出

しを間違うことがなかったのに「ゴミが上手に分別されていない」、毎朝雨戸を開けていたのに「雨戸が

締めっぱなし」などです。 

〇「旭区ご近助ほっこり活動」は第４期旭区地域福祉保健計画「きらっとあさひプラン」の中で、地区社協

を中心に地域の見守り意識を高められるよう、見守り活動の講義や取組事例報告、意見交換などを行っ

ています。 

〇特別なことではなく、「ご近所さんをちょっと気にかけたり、挨拶をしたり、相談できたりする人

を増やすことが、子どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせるまちになる」と考え進められ

ています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

「旭区社協だより あさひいきいき宣言」(№.111)より 

市沢地区 市沢町南自治会見守りマップ情報共有会の様子 

「旭区社協だより あさひいきいき宣言」(No.111)より 

旭北地区 大原南自治会の移動販売の様子 

「旭区社協だより あさひいきいき宣言」(№.110)より 
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トピックス：民生委員・児童委員 

 

トピックス：災害時要援護者支援の取組  

 

 

○ 横浜市では、平成 19（2007）年度から、自力での避難が困難な方（災害時要援護者、以下「要援

護者」という。）の円滑な避難支援に向けて地域の皆様とともに取り組んできました。 

○ 例えば、行政が保有する情報をもとに、特に避難行動が困難と思われる方々の名簿を作成し、個人

情報の取扱い等を定めた協定を締結いただいた自治会町内会等に、この名簿を提供しています。 

○ 一方で、名簿の提供を受けているものの、「名簿を活用した取組が進まない」といったご相談をいた

だきます。 

○ 冊子「共助による災害時要援護者支援の活動事例集」

は、名簿を活用した具体的な取組を進めている地域の

事例をご紹介しています。震災だけでなく、風水害に触

れた事例もあります。 

○ 普段から顔の見える関係を築いていくことが、要援護者

支援の取組の一歩です。防災、減災活動に向けて、 

本冊子を身近な地域にあてはめて活用してください。 

 

 

 🔍横浜市 要援護者 事例集 

地域ケアプラザでの相談支援 

地域の親子の居場所 

「子育てサロン」 

民生委員・児童委員は、地域からの推薦に基づき、厚生労働

大臣から委嘱を受け、全国で約 23万人、横浜市内で約 4,500 

人が活動しています。 

それぞれの担当する区域において、子育てや介護など生活上

の相談に応じ、必要な支援を受けられるよう、地域ケアプラザな

どの専門機関につなぐ「つなぎ役」としての役割を担っています。

民生委員・児童委員の中でも、子どもや子育て家庭への支援に

ついては主に主任児童委員が担当しています。 

民生委員制度は、これまで社会情勢に応じて様々な活動に取り

組み、長い歴史と実績を有しています。近年は、個人や世帯を取り

巻く環境が変化し、民生委員・児童委員活動への期待や役割はま

すます大きくなっています。民生委員・児童委員が活動しやすい環

境づくりを進めるとともに、民生委員・児童委員のみならず、様々

な地域団体や人材、関係機関が連携・協力して、地域の見守りや

支えあいの取組を更に広げる必要があります。 地域の親子の居場所 

「子育てサロン」 

見守り活動 
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(２) 課題解決に向けた住民、支援機関、関係機関・団体の連携 

＜現状・課題＞ 

➢ 地域での見守り活動などは、自治会町内会や地区社協、民生委員・児童委員等関係者を中心に日

常的な取組として行われており、それにより困りごとを抱えた人の気付きにつながっています。新型

コロナウイルス感染症の影響下では、地域での日常的なつながりがあることで、身近な人の困りご

とに気付き、地域と関係機関が協力した食支援の取組などがありました。 

➢ 地域には、いわゆる「ごみ屋敷」や「８０５０問題」、ヤングケアラー、ダブルケア、ひきこもりなどの生

活課題を抱えた人もいます。その生活課題解決のためには、既存の制度やサービスだけでは、対応

することが難しい場合もあります。 

➢ 課題の背景には、社会的孤立に起因する課題が隠れていたり、制度の狭間や複合的な課題により

適切な支援に結びついていないなど、様々な要因が複雑に絡んでいることが考えられます。 

➢ 支援が必要な人が、生活課題が深刻化する前に適切な支援につながるには、地域と支援機関・関

係機関の連携した対応が必要であり、関係者同士や人と社会資源などをコーディネートする役割が

重要です。また、困り事があったときに相談しやすい環境づくりも大切です。 

➢ 複雑多様化した困りごとを抱えた人の支援は多岐にわたるため、地域住民や一部の機関だけでは

支えきれないことがあります。 

➢ 困りごとを抱えた人を支援するときに、ひとりで抱え込むのではなく、地域住民と関係機関が連携し

て受け止め、それぞれが得意なことや役割を発揮し、その人の暮らしに寄り添いながら伴走支援を

することが大切です。 

 

 

 

 

 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 関係機関・活動団体等が、お互いの特徴や役割の理解を深めるための情報発信＜市＞ 

➢ 支援を必要とする人に早期に気付き、的確な支援につなげるために、行政や支援機関・関係機関の

相談先の明確化や制度の周知、情報提供＜市＞ 

➢ 専門職を対象に、担当分野にとどまらず、まずは一歩踏み出し相談を受け止める意識の醸成 

＜市・市社協＞ 

取組のポイント 

 困りごとを抱えた人を住民、支援機関、関係機関・団体が連携して支援する 

 各関係機関が持つ力を発揮できるようなコーディネート機能の充実 

 支援する人がひとりで抱え込まずに、つながって受け止める体制づくり 

 複合的な課題に対応するためのネットワークの構築 
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連携強化・ネットワーク構築 

➢ 住民・住民組織と支援機関・関係機関等が連携・協働した地域課題の把握・共有・検討・解決の仕

組みづくり＜市・市社協＞ 

➢ 連携・協働が必要な機関、施設との調整やネットワーク化への支援＜市＞ 

➢ いわゆる「ごみ屋敷」や「８０５０問題」、ヤングケアラー等、複合的な課題への相談・支援体制の構

築＜市・市社協＞ 

➢ 複合的な課題を抱えた人を支援するため、各地域の状況にあわせた地域住民と専門職による情報

共有やネットワークづくり＜市＞ 

➢ 困っている人が、自分ひとりで抱え込まずに「助けて」と言える環境づくり＜市＞ 

➢ 地域で活動している人が課題を抱え込まずに安心して活動できるよう、活動者同士のつながりを意

識したネットワークづくり＜市＞ 

➢ 事業・施策を通じた見守り・支援が必要な人の早期発見・課題解決のための支援や協働＜市＞ 

➢ 移動支援や買い物支援等、ネットワークを構築して、課題を解決する取組につなげるための共通課

題の共有＜市社協＞ 

➢ 区域を超えて取り組む課題の明確化と、その対応に向けたネットワークの構築＜市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 複合的な課題や困りごとを抱えている人への支援方法に関する事例の共有＜市＞ 

➢ 既存のネットワークを生かした、地域と支援機関の情報共有、課題解決事例・ノウハウの集約と発信

＜市・市社協＞ 

➢ 地域と支援機関・関係機関が課題解決に向けて連携して取り組んだ事例の紹介＜市＞ 

➢ 住民・住民組織と企業、NPO、施設、関係機関等、地域にある様々な主体による見守りの事例の集

約や共有〈市・市社協〉 

➢ 地域の状況に合わせた地域住民と支援機関との情報共有の仕組みづくりの推進＜市・市社協＞ 

➢ 地域住民と支援機関の連携による取組の更なる発展を目的とした事例発表の実施＜市社協＞ 

➢ 社会的孤立や生活困窮等、解決に向けた検討が必要な共通の地域課題の共有＜市社協＞ 

➢ 地域活動における個人情報の正しい理解、取り扱い・活用方法の周知＜市・市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 地域では解決できないような生活課題や困りごとを抱えている人が、いつでも気軽に相談できる人

材の育成＜市＞ 

➢ 地域をよく知る人等と一緒に、課題解決のポイントやノウハウについての研修や広報等による働き

かけ＜市＞ 

➢ 関係団体・関係者に対する、連携の必要性やコーディネート力の向上を目的とした研修の実施（コ

ーディネートの必要性や手法等）＜市・市社協＞ 
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➢ 地域と行政・専門職をつなげる関係機関におけるコーディネート役の育成・強化＜市＞ 

➢ 専門職だけではなく地域福祉保健活動に関わる全ての行政職員に対する研修の実施＜市＞ 

➢ 行政をはじめ、地域ケアプラザや基幹相談支援センター、地域子育て支援拠点等、支援機関及び関

係機関の専門職が、制度の狭間の課題に対して、その専門性を生かし積極的に支援に関わるため

のネットワーク化＜市・市社協＞ 

➢ 地域住民と関係機関が協働した個別支援及び早期発見の仕組み、生活課題への支援策の検討等

について、区社協や地域ケアプラザの理解を深める人材育成＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 地域に関する様々な情報を共有し、関係者同士で意見交換できる交流の場づくり＜市＞ 

 

＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

（複合的な課題を抱えた人を支援するため、）地域住民と専門職による会議の開催数 1,819回 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

④孤立している人が身近な地域でつながる機会がある  

 指標：・生活困窮者自立支援制度相談者数 

・社会的孤立の防止につながる地域主体の取組数 

10,642人 

243件 

⑧地域における個別の困りごとを関係者が連携して受けとめられる（支援者がひとり

で抱え込まない） 
 

 指標：民生委員・児童委員が困りごとを相談されたときの相談先と連絡調整回数

（委員相互・その他関係機関） 
445,859回 

※ 評価指標については、P.84を参照 
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トピックス：分野を越えた関係機関連携（西区「みんなの相談窓口」） 

 

トピックス：住民、関係機関が連携したマンション内での見守り・共有の仕組みづくり 

 

青葉区荏田地区にある築 50 年を過ぎたマンション。住民同士「お互いさま」の気持ちで助け合いなが

ら暮らしてきましたが、高齢化などによりひとりでは解決できないことが増えてきました。 

同じ頃、地域ケアプラザにも心配で気になる方がいるという住民からの相談が増えてきました。そこで、

住民や民生委員とともにマンション内の「住民支え合いマップ」（※１）を作成すると、日常的に自然な助

け合いができていることが見えてきました。 

これまでは住民それぞれが受けていた相談を、皆で共有し、解決に向けて相談できる場として「ききょう

の会」を発足。２か月に１度の定例会には毎回地域ケアプラザも同席し、気軽に相談できる関係ができて

きました。住民と関係機関がともに気にかけあいながら、適切なタイミングで専門職の支援にもつなげる

ことができるようになっています。住民もメンバーや地域ケアプラザと相談しながら、ひとりで抱え込まずに

皆で見守り、支えあえることで、「肩の荷が下りた」、「安心感が増した」と感じています。 

※１）住民支え合いマップ 
地域の支え合いや見守り活動
に向けて、支援が必要な方と、
その方と関わりのある方との

つながりを地図上に起こし、
関係性を把握するもの。 

住民流福祉総合研究所 木原孝久氏 提唱 

○ 社会的に孤立し、生活に困難を抱えながらも誰にも相談できず、生活問題が複雑化し､高齢、障害、

子ども等、単一制度のみでは解決が難しい複合的な課題を抱えている方が増えています。 

○ 西区内の相談機関のネットワークとして、地域活動ホームが中心となって「地域センター会議」を立

ち上げ、西区役所や地域ケアプラザを含め、高齢、障害、こども、生活困窮など各分野の相談窓口と

なっている１５の機関が参画しています。 

困りごとをどの機関に相談しても、参画機関へつなげられるように「西区みんなの相談窓口」を

掲げ、ＰＲのクリアファイルの配布、連携事例集の発行、地域のイベントでの出張相談窓口の設置、

参画機関の相談員のスキルアップ研修などを行ってきました。 

○ 今後も多くの支援機関、関係機関が異なる分野の相談でもまずは受け止め、

連携した相談支援を行い、だれもが自分らしく暮らせる地域共生社会の実現

のための一翼を担うことが期待できます。 

. 
～西区みんなの相談窓口（１５の参画機関）～ 

地域活動ホーム、基幹相談支援センター、精神障害者生活支援センター、中途障害者地域

活動センター、横浜市障害者就労支援センター、区内４箇所の地域ケアプラザ、地域子育て

支援拠点、児童家庭支援センター、警察署、区社会福祉協議会、市民活動支援センター、西区

役所（福祉保健課、生活支援課、高齢・障害支援課、こども家庭支援課） 

地域ケアプラザ ききょうの会 
 

 

ちょっとした困りごと

の情報が集まる 

見守り・助け合い 情報共有 

相談・支援 

【住民と支援機関が連携した見守り・共有の仕組みづくり】 

】 
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トピックス：進んでいます。ひきこもり理解促進の取組 

 

トピックス：精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について 

 

「ひきこもり」は誰にでも起こり得ることであり、特別なことではありません。 

「ひきこもり」とは、社会的な参加の場面が狭まり、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われて

いる状態を表す言葉です。職場での人間関係、心の不調、病気、障害、親の介護など、きっかけは様々で

あり、誰にでも起こり得ることです。このことを、多くの地域住民の方に知ってもらうため、各区の生活支

援課生活困窮者支援担当や社会福祉協議会が中心となり、「カンパニュラの夢」という DVD を活用

し、民生委員・児童委員や地区社協の方などを対象とした上映会を行っています。 

 

 

 

 

〇 ひきこもりは周りの理解がないことから誰にも SOSを出せずに 

社会から孤立していることが問題だということ 

 〇 「ひきこもって問題がある人」ではなく「地域でともに生きている人」 

だということ 

～ みなさんの地域でも、ひきこもりへの理解を進め、 

誰もが生きやすい社会・地域づくりについて、考えてみませんか ～ 
  

○ 精神障害の有無に関わらず、誰もが安心して暮らし続けられるには、医療・保健・福祉をはじめとする

関係者が連携し、地域での取組を進めていくことが必要です。このため、区福祉保健センター、生活

支援センター、基幹相談支援センターを核とした「協議の場」において、事例を通じた地域の課題を

共有し、関係者が、共通の認識のもと、課題解決に向けて取組を進めていきます。 

○ 地域ごとの課題に対して特性を踏まえた対応ができるよう、これまでの社会資源を十分に活用しな

がら、ネットワーク機能の見直しや新たな支援者とのつながりを構築する等、支援者間の連携によ

り、よりよい支援体制となるよう、地域づくりを進めます。 

 

 

～ 参加された方からはこんな声をいただきました ～ 

「できることはみんなが隣を気にかけること。日頃からの見守り、声かけが大事」 

「どこの家庭でも起こり得ること。必要なときに必要な支援を届けることが大事」 

「大事なのは家族以外で声をかけてくれる人がいること。周りの人の協力が重要」 

企画：兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会 

【協議の場のイメージ図】 
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討議結果を 

区の福祉保健施策 

局の支援策に反映 

参考 圏域別 住民と支援機関が共に見守り支えあう仕組み 

 圏域別に地域住民と支援機関・関係機関との連携による、相談・支援、生活課題・地域課題の把握・ 

共有・検討・解決の仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

 

  

   ①支援が必要な事に気付き、共有する仕組み 

社会福祉法人、施設 

地域子育て支援拠点、学校 

障害児者団体 

障害者地域活動ホーム 

精神障害者生活支援センター 

居宅介護支援事業者 

医療機関 

サービス事業者 

企業、NPO など 

・困りごとを抱えた人 
・支援が必要な人 

自治会町内会 

地区社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 

委嘱委員 

ボランティア 

地域活動者 など 

地域関係者・地域組織 

関係機関・団体 

近隣住民 

相談・情報共有・連携 

近
隣
～
自
治
会
町
内
会
で
の
取
組 

地
区
連
合
町
内
会
や 

日
常
生
活
圏
域
で
の
取
組 

区
域
の
取
組 

地域関係者 

地域組織 

②困りごとや課題の対応に向けた具体策を検討する仕組み 

 

情報共有や具体策の検討 

関係機関・団体 

支援機関 

適宜、関係する地域関係者・地域組織 

支援機関、関係機関・団体が加わる 

 

③新たな支援策や制度の整備に向けて検討する仕組み 

 

支援機関 

区役所・区社協・地域ケアプラザ 

気付き 

区域の各分野別ネットワークや

地域だけでは解決できない課

題を提起 
 

 

 

 

 

 

 

地域ケア会議 

第 1層協議体（生活支援体制整備事業） 

障害者自立支援協議会 

認知症高齢者地域支援連絡会 

児童虐待防止連絡会 

子育て支援ネットワーク 

生活困窮ネットワーク自立支援会議 

地域福祉保健計画策定推進委員会 

など 

新たな支援策や制度を整備 

するための検討 

 

  

関係機関・ 

団体 

支援機関 
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■ 近隣住民が、見守り活動や日頃のつながりを通して 「ご近所の方の様子が変わった」や「少し心配な子

がいる」といったことに気づいたら、民生委員・児童委員を中心とした地域関係者・地域組織と共有しま

す。地域関係者・地域組織は、必要に応じて支援機関、関係機関・団体と情報を共有します。 

 

■ 支援機関、関係機関・団体は、地域のサポートが必要な人について、民生委員・児童委員等と共有しま

す。 

 

■ 支援を必要とする人が孤立せず、支援する側もひとりで抱え込むことがないよう、つながって受け止

める体制を作ります。 

■ 困りごとを抱える人や地域の課題に対し、どのように寄り添い、支えられるか等について、検討する場

を設けます。 

 

■ 例えば、地域ケアプラザなどがコーディネート役となり、関係機関・団体や民生委員などの地域関係者と

ともに情報共有し、困りごとへの対応策や、つながり続けることを目指すアプローチ（伴走型支援）など

を検討します。 

 

■ 地域関係者・地域組織、関係機関・団体、支援機関が検討を積み重ねることで、複合的な課題にも対応で

きるようなネットワークを構築していきます。 

 

 

 

■ 区域の各分野別ネットワークから寄せられる報告や、既存の枠組みでは解決できない課題の提起等を

踏まえ、区内の支援機関・団体等による実務者レベルの検討会議を開催します。 

 

■ 検討会議では、解決できない要因を明確にし、新たな仕組みや制度の整備を検討します。 

 

■ 検討結果については、区の福祉保健施策や局の支援策等に反映します。 
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(３) 身近な地域における総合的な権利擁護の推進 

 

＜現状・課題＞ 

➢ 高齢化が進むことで、判断能力が低下したり、認知症を発症する人も増えています。また、精神保健

福祉手帳や愛の手帳（療育手帳）を所持する人の増加傾向が続いています。認知能力の低下や障

害により判断能力が十分でない人に対する虐待や権利侵害を防ぐためには、権利擁護支援が必要

です。 

➢ 権利擁護支援や成年後見制度利用促進の取組の中心的な役割を担う中核機関（よこはま成年後

見推進センター）が設置され、成年後見制度利用促進の取組は少しずつ広がっていますが、制度利

用が必要と見込まれるにも関わらず、実際に制度を利用する人は、まだ少ない状況です。 

➢ 身寄りのない人や高齢者のみの世帯、また、虐待など深刻化、複雑化する課題を抱えた人も増加し

ています。認知症等で判断能力が低下した本人だけでなく、その家族を含めた支援を必要とする人

の身近な関係者に、権利擁護支援や成年後見制度の理解を広げ、課題が深刻化する前に支援に

つなげていくことが必要です。 

➢ 障害や認知能力の低下により判断能力が十分でなくても、状況に合わせた適切な支援を受け、能

力を生かしながら、地域の中で安心して生活が送れるよう取組を進めていく必要があります。そのた

めには、支援を行う支援機関・関係機関同士がお互いの役割を理解し、地域連携ネットワークを構

築していくこと、また、支援を必要とする人の意向を尊重する意思決定支援が大切です。 

➢ 児童虐待は、子どもの心身の発達に深刻な影響を及ぼす重大な権利侵害です。全国の児童虐待相

談対応件数は増加が続いており、子育ての大変さを保護者だけで抱え込まないように、地域の中で

声かけや支援の輪を広げ、社会全体で支えていくことが必要です。 

 

 

 

 

  

横浜市成年後見制度利用促進基本計画については地域福祉保健計画の一部として位置づけ、第

４期に引き続き、本計画の一部として一体的に策定・推進します。 

権利擁護は、高齢者・障害のある人も含めた全ての人の権利を尊重し、自己実現・自己決定を支

援していくことです。成年後見制度利用促進も含め、児童虐待や消費者被害など、個人の権利や利

益が侵害されることがないよう取組を進めます。 

取組のポイント 

 地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の充実 

 権利擁護支援を推進する地域連携ネットワークの拡充 

   （横浜市成年後見制度利用促進基本計画） 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 幅広い市民に成年後見制度を知ってもらうための分かりやすい制度案内＜市・市社協＞ 

➢ 対象者に合わせたパンフレットや動画等を用いた広報媒体の作成＜市・市社協＞ 

➢ 身近な地域で権利擁護の取組や成年後見制度を知ってもらうための幅広い周知＜市・市社協＞ 

➢ 高齢者・障害のある人と接する機会の多い身近な支援者への制度理解の推進＜市・市社協＞ 

➢ 障害福祉における権利擁護支援についての普及啓発＜市・市社協＞ 

➢ エンディングノートやあんしんノート等、終活支援、任意後見制度等の自己決定の後押しをする取組

の推進＜市・市社協＞ 

➢ 意思決定支援と権利侵害の回復支援を基盤とした権利擁護に関する普及啓発＜市・市社協＞ 

➢ 詐欺被害等の相談も踏まえた、消費生活総合センターや警察とも連携した普及啓発＜市・市社協＞ 

➢ 「子どもの権利」、「体罰によらない子育て」、「ヤングケアラー」等に関する広報・啓発の推進＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 相談支援機関を中心とした、本人に寄り添った身近な地域での権利擁護支援チームの形成＜市・市

社協＞ 

➢ 区協議会（成年後見サポートネット）を基盤とした地域における関係機関同士のネットワークの構築

＜市・市社協＞ 

➢ 適切な制度運用や改善のための、中核機関を中心とした市域における連携強化＜市・市社協＞ 

➢ 適切な後見人等の選任・交代のための、司法、関係機関・団体等との連携強化＜市・市社協＞ 

➢ 後見人等を孤立させない権利擁護支援チームの形成や地域連携ネットワークの構築＜市・市社協＞ 

➢ 権利擁護事業を実施する区社協あんしんセンターへの支援＜市・市社協＞ 

➢ 市「障害者後見的支援制度」等、本人の意向に沿った見守りネットワークの構築・拡充 

＜市・市社協＞ 

➢ 要保護児童対策地域協議会や横浜市子どもの貧困対策に関する計画推進会議等子どもの支援に

関する会議の開催＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 区協議会（成年後見サポートネット）における事例検討など、関係者での課題分析や共有 

＜市・市社協＞ 

➢ 事例集などを用いた、支援者の共通理解を得るための意識の醸成と研修等の実施＜市・市社協＞ 

➢ 地域を基盤とした権利擁護支援の実践に関する集約と共有＜市・市社協＞ 
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人材育成・確保／体制強化 

➢ 権利擁護支援に関わる相談支援機関のスキルアップのための研修の実施＜市・市社協＞ 

➢ 本人の状況に合わせた適切な権利擁護支援につなげるための仕組みづくり＜市・市社協＞ 

➢ 意思決定支援のガイドラインの理念に基付いた支援体制の構築＜市・市社協＞ 

➢ 認知症や障害など本人の状況に応じた意思決定支援の推進＜市・市社協＞ 

➢ 身寄りのない高齢者への支援策の検討＜市・市社協＞ 

➢ 成年後見人等として活動している親族（親族後見人）の支援＜市・市社協＞ 

➢ 地域で権利擁護を担う「市民後見人」の養成・活動支援・受任促進＜市・市社協＞ 

➢ 法人後見を担う団体や新たに法人後見を行う団体等への活動支援＜市・市社協＞ 

➢ 成年後見制度利用支援事業における、本人・親族申立ての際の費用の検討及び報酬助成について

の検討＜市＞ 

 

＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

区協議会（区成年後見サポートネット）参加者数 3,024人 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

⑤意思決定に支援が必要な人も、地域の中で自分らしく暮らせる  

 指標：相談支援機関における権利擁護に関する相談取扱件数 2,864件 

※ 評価指標については、P.84を参照 

 

トピックス：市民後見人 

  

市民後見人とは、横浜市では市が実施する市民後見人養成課程を修了した方が、「横浜市市民後見

人バンク」へ登録し、その後家庭裁判所から成年後見人等として選任された方としています。 

横浜市では認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方であっても尊厳を持っ

て住み慣れた地域で暮らし続けることを可能とする「共に生きる」社会の実現を目的として、地域におけ

る権利擁護推進の一翼を担う市民後見人の養成・活動支援に取り組んでいます。 

市民後見人は身近な存在として、本人の意思を丁寧に把握

しながら成年後見人等として活動をする強みがあり、養成課程

修了後も各種研修に参加し、研鑽を続けています。 

2023年 3月末時点で、のべ 90人を超える市民後見人が

成年後見人等として、本人に寄り添った活動を行っています。 
第6期横浜市市民後見人養成課程の様子 
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トピックス：成年後見制度利用促進と権利擁護支援における地域連携ネットワーク 

  

成年後見制度利用促進 

○ 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等により財産管理や日常生活に支障がある人の法

律行為を支える制度です。家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人の意思を尊重しながら

福祉サービスの契約手続きや財産の管理などを行うものです。 

○ 国・第二期成年後見制度利用促進基本計画[2022年度～2026年度(５か年)]では、「地域共生 

社会」の実現に向け、本人を

中心にした支援・活動におけ

る共通基盤の考え方として

「権利擁護支援」を位置づけ

た上で、権利擁護支援の地域

連携ネットワークの充実などを

成年後見制度利用促進の取

組として進めることとしていま

す。 

〇   成年後見制度の詳しい内容や相談先は、よこはま成年後見推進センターウェブサイト

内の「ご存じですか 成年後見制度」パンフレットをご覧ください。 

〇   判断能力が十分でない状況にあっても、必要な支援を受けながら地域で安心して

生活できるよう、様々な支援・活動のネットワークを生かして取組を進めていきます。 

権利擁護支援における地域連携ネットワーク 

○ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築は、「①権利擁護が必要な人の発見・支援」、「②早期

からの相談・対応体制の整備」、「③意思決定支援・身上保護を重視した後見活動の支援」を目的

としています。 

○ 横浜市では、この地域連携ネットワークを展開するために、対象者を支える「チーム」と、区ごとに実施

する「協議会」の基本的仕組みを位置づけ、市域の機能として中核機関「よこはま成年後見推進セン

ター」がネットワークの調整・推進を担い、横浜市成年後見制度利用促進基本計画を推進しています。

チームの中心を担う相談支援機関（区福祉保健センター、地域包括支援センター、基幹相談支援センタ

ー）には、本人や家族、身近な支援者からニーズが集約され、権利擁護支援の検討(アセスメント)とチ

ームづくりを展開します。中核機関はチームへの専門職派遣や申立書の書き方支援、成年後見人 

等候補者調整会議による

第三者後見人のマッチン

グ、不正防止に関する成

年後見人等への苦情相

談対応等、相談支援機関

をバックアップする役割を

担っています。 

 

 

よこはま成年後見 

推進センターHP 

 

中 核 機 関 

専門職派遣等 報告 

区福祉保健 

センター 

ケアマネ

ジャー 

介護 

事業者 

医療機関 

障害福祉

事業者 

相談支援

専門員 

支援機関 

サービス 

事業者 

               市  民 市民後見人 親族後見人 

基幹相談支援

センター 

活動支援 

助言 

A区成年後見サポートネット（区協議会） 

健康福祉局 

横浜市協議会（司令塔機能） 
 

専門職派遣

等依頼 

法律・福祉の専門職団体 

横浜家庭裁判所 連携 

課題の集積による解決に向けた提案 

地域包括支援

センター 

選任後は「後見人」も

チームに加わります 
 

認知症高齢者 障害のある方 対象者 

報告 

相談 

医療・福祉関係機関 

キーパーソン 

関係機関 

対象者を中心に「チーム」を編成 

【横浜市における権利擁護支援

の地域連携ネットワーク図】 

出典：第二期成年後見制度利用促進基本計画 概要 

（厚生労働省社会・援護局 成年後見制度利用促進室) 



第４章 推進のための取組 

１ 身近な地域で支えあう仕組みづくり 

48 

トピックス：子どもの権利を守ろう！／STOP！子ども虐待 

 

トピックス：地域の中での見守り体制の構築～横浜市障害者後見的支援制度～  

  

○ 「横浜市子供を虐待から守る条例」は、子どもが虐げられ、傷つくことが決してないように、全ての市

民が一体となって地域の力で子どもと家庭を支える環境づくりを推進するため、平成 26（2014）

年に施行されました。令和元年（2019）に児童虐待防止法が改正され、親権者による体罰の禁止

が明文化されたことなどを踏まえ、令和3（2021）年10月に本条例の一部改正を行いました。 

体罰など子どもの品位を傷つける行為がなく、全ての子ど

もがひとりの人間として尊重され、健やかに成長することが

できる社会の形成に取り組むことなどを追記しています。 

○ 横浜市民を対象に「子どもに対するしつけと体罰に関する

アンケート」を令和 2（2020）年度と 4（2022）年度に実

施しました。 

体罰を容認しない方の割合が 

前回調査よりも 12.9％増加し 

62.5％になりました。体罰に 

よらない子育てへの理解が、 

少しずつ広がっています。 

 

 

 

〇横浜市障害者後見的支援制度は、障害のある人が地域で安心して暮らすために、「身近な地域での本

人の見守り体制を構築すること」、「本人の思いに寄り添い、希望に基づく生活の実現をともに考えるこ

と」を柱とした横浜市独自の制度です。各区にある後見的支援室の取組から一例を紹介します。 

 

A さんは、知的障害のある 50代。母親が施設入所し、

一人暮らしを始めたことがきっかけで、後見的支援制度

に登録しました。A さんには「自治会の役員の順番が回っ

てきたらどうしよう」「回覧板の内容がよく分からず、大事

なことを見落としていたらどうしよう」といった不安があり

ました。後見的支援室では、A さんの了解のもと、区社協

に相談しながら、近隣に住む Bさんに「あんしんキーパー

（日常生活をゆるやかに見守るボランティア）」を依頼す

るなど、地域の方たちとの関係づくりを進めてきました。 

A さんは「最近は Bさんに自分から挨拶できるようになった」「部屋の水道のトラブルを Bさんに相

談し解決できた」と話しています。また、B さんが A さんの不安を自治会に相談して必要な配慮をして

いただけるようになり、Aさんは安心した生活を送っています。 

🔍体罰によらない子育てのために 横浜市 

（後見的支援制度の仕組み） 

 

アンケートの詳細はこちらから 
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(４) 生活困窮者支援を通じた地域づくり 

 

＜現状・課題＞ 

➢ 経済的な困りごとや生活の困りごとを抱えている人の多くは、社会的に孤立し、自ら必要な情報を取

得したり、自ら声を上げ相談したりすることが困難な状況にあります。 

➢ コロナ禍の影響など社会情勢の変化に伴い、顕在化した新しい相談者層の多様なニーズに適切に

対応していく必要があります。 

➢ 生活困窮者自立支援制度は、比較的新しい制度のため、地域や支援機関・関係機関へ引き続き制

度周知を行い、認識を深める必要があります。 

➢ 困窮状態にある人は様々な課題を抱えているため、一つの制度や一機関だけで解決できないこと

が多く、複数の関係機関や地域の新たな社会資源同士がつながり、連携していく必要があります。 

➢ 困窮状態にある人の「それぞれの自立」に向けた支援やつながりが途切れることがないよう、生活

保護制度との切れ目のない一体的な支援を行うことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 誰でも経済的困窮や社会的孤立の状態になりうることがあり、特別なことではないという意識の醸

成と相談しやすい地域づくり＜市＞ 

➢ 困りごとを抱えながら自ら相談できない人に、身近な人（家族・親族・友人など）が、相談につなげる

ことができるよう、広く市民に向け様々な媒体を活用した制度周知や講座等を実施＜市＞ 

生活困窮者自立支援制度の基本理念の一つである「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を実

現するため、生活困窮者自立支援方策を本計画の一部として位置づけ推進していきます。 

生活困窮者支援は、経済的な自立だけではなく、日常生活や社会生活の自立など、その方の状態

に応じた自立を目指しています。そのために、生活困窮者の早期把握や見守りのための地域ネットワ

ークを構築するとともに、「支える・支えられる」ではない「相互に支えあう地域」の構築を本計画と一

体的に推進します。 

取組のポイント 

 複合的課題に対応するための多機関連携 

 社会的孤立状態の予防、解消 

 支援者の孤立予防 

 「支える側」、「支えられる側」にとらわれず、誰もが地域の一員としての居場所や

役割を持てる地域づくり 
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➢ 問題が深刻化・複雑化する前に自ら対応することができるよう、広く市民を対象にした各種支援制

度の周知や講演会の実施＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 複合的課題や既存制度では解決できないニーズに対して、多機関で連携しながら支援するための

ネットワーク構築＜市＞ 

➢ 困窮者施策をより効果的に進めるための課題共有や役割分担及び庁内関係部署の連携の促進 

＜市＞ 

➢ 身近なところで、支援が必要な人に気付き、必要な支援につなぐことができる「気付きのネットワー

ク」、及び身近な地域で見守り支えあうことができる「支援のネットワーク」づくり＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有  

➢ 包括的相談支援体制の実現に向け様々な関係機関と分野を超えて連携するための、支援事例や取

組の共有＜市＞ 

➢ 市内関係者間における個別支援や地域づくりの好事例やノウハウの共有及び活用促進＜市＞ 

➢ 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度、双方の強みを生かした自立支援実現のためのノウハウ

の共有＜市＞ 

 

人材育成・確保／体制強化  

➢ 身近なところで支援が必要な人に気付き、必要な支援につなぎ、連携して支援する担い手を育成す

るための制度周知及び研修の実施（支援機関・関係機関、地域の支援者向け）＜市＞ 

➢ 対象者の属性にとらわれず、複雑化・多様化したニーズを受け止め、庁内一丸となって支援するた

めの人材育成及び庁内連携強化＜市＞ 

➢ 生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の間で、切れ目のない一体的な支援を行うための意識

醸成及び人材育成＜市＞ 

➢ 公的サービスの利用だけでなく、地域資源へのつなぎや創出も含め、社会的に孤立している人の支

援を実現できる人材の育成＜市＞ 

➢ コロナ禍における寄付を活用した支援や食支援などのノウハウを生かした、生活困窮に関連する課

題解決に向けた取組の検討実施＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 一人ひとりに寄り添った、それぞれの自立の形を実現するためのサポート（様々な形の社会参加の

実現）＜市＞ 

➢ 社会的に孤立している人が、人とつながることのできる多様な場の創出＜市＞ 
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＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

生活困窮者自立支援制度支援会議の参加者数 1,082人 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

④孤立している人が身近な地域でつながる機会がある  

 指標：・生活困窮者自立支援制度相談者数 

・社会的孤立の防止につながる地域主体の取組数 

10,642人 

243件 

⑧地域における個別の困りごとを関係者が連携して受けとめられる（支援者が１人で

抱え込まない） 
 

 指標：民生委員・児童委員が困りごとを相談されたときの相談先と連絡調整回数

（委員相互・その他関係機関） 
445,859回 

※ 評価指標については、P.84を参照 

 

 

トピックス：地域のネットワークが広がる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇 生活困窮者を早期に把握するための「気付きのネットワーク」づくり、自立した

生活を支えるための「支援のネットワーク」づくりを地域の関係機関等と協働し

て区ごとにすすめています。 

〇 ネットワーク構築支援事業では「孤立しがちな人へのアプローチ」や「地域の

居場所づくり」をテーマとした講座の実施、居場所マップや普及啓発ツールを

作成するなど、生活にお困りの方を地域で支えるためのネットワークを広める

取組を行っています。 

〇 横浜市では「横浜市生活困窮者セーフティネット会議（関係機関が情報共有等を行う支援会議）」を

市域・区域で行っています。区役所内外の多くの関係機関が一堂に集まり、地域課題や不足する 

社会資源等を共有、 課題解決に向けた取組を検討する場とな

っており、ネットワークの強化につながっています。 

また、区地域福祉保健計画のプロジェクト会議をセーフティネ

ット会議と位置づけている区もあり、区役所全体で区民の困りご

とを早期把握する体制を整える仕組みづくりを行っています。 

会議に参加する関係機関が増えていくことで、気付き・支援のネ

ットワークが広がっていきます。 

 

                                                 

               

 

 
セーフティネット会議の様子 

窓口用普及啓発ツール 
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トピックス：生活困窮者等への食を通じた地域づくりの仕組み 

  

〇生活困窮者や制度の狭間で必要な支援が届かず、社会的に孤立をしている方などを支える地域づくり

の一環として、食支援の仕組みが市域で広がっています。食支援とは、寄付でいただいた食糧をお渡し

することによって顔を合わせたり、会話をしたりしながら、関係機関や住民との関係づくりをすることを目

指しているものです。横浜市社協では、2017年から食支援の取組を始めました。 

 

〇仕組みのひとつとして、 株式会社セブン‐イレブン・  

ジャパンから、セブン‐イレブン店舗の改装時等に発

生する商品（冷蔵・冷凍以外）を横浜市社協が受領

し、福祉施設や、区社協を通じて相談者や地域活動

団体等に提供する取組を 2018 年より行っていま

す。いただいた商品は食糧だけではなく日用品もあ

り、生活に必要な身の周りのものをお渡しすることで

生活の安定や安心感につながっています。 

 

〇また、市民団体として食糧の寄贈受入れと配分を担っている「公益社団法人フードバンクかながわ」から

も定期的に寄付をいただき、市内の障害事業所が、社会貢献活動の一環として区社協への配送業務を

担っています。配送を通じ、障害のある方自身が、社会の役に立っていることを実感できる機会となって

います。また、配送業務に携わる時間は、車内で障害のある方と職員がゆっくり話すことができる貴重な

時間にもなっています。 

 

〇これらの仕組みがあったことで、コロナ禍で急速に生活困窮者が増えた際にも、迅速に食糧を届け、支

援することができました。 

 

〇市域の仕組みのほか、各区では身近な商店やスーパー、農家などからの寄付や住民から食糧を集める

フードドライブといった取組が行われています。 

また、地区社協などの地域団体が行う食糧配分会も各地で実施され、食を通じたつながりづくりや支え

あいの輪が広がっています。 

寄付でいただいた食材の一例 地域で行われているフードドライブ活動 

地域でのお渡し会の様子 
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2 地域における福祉保健活動を推進するため

の基盤づくり 

 

 

(１) 地域における関係組織・団体の体制の強化  

＜現状・課題＞ 

➢ 市内には 253 の地区連合町内会、256 の地区社協、263 の地区民生委員児童委員協議会（以

下、「地区民児協」という。）（2022.4.1 現在）が組織されており、これまで身近な地域における見

守りをはじめとした様々な取組を積み重ねてきました。 

➢ 自治会町内会の加入率の低下や、民生委員・児童委員をはじめとした委嘱委員の充足率の低下が

見られます。また、団体によっては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等による活動の縮小・休

会・解散などがあり、地域のつながりや交流の機会が持ちづらくなっています。 

➢ 地域には、特定のテーマ（目的）や課題の解決に取り組む団体、障害当事者団体等、様々な団体が

活動しています。課題として、メンバーの減少や高齢化により思うように活動ができない、必要として

いる人に情報が届かない、活動資金の不足によって継続が難しいなどの声があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【全体の方向性】 

地域では人口減少・少子高齢化等により地域活動の担い手不足等の課題があります。地域で活

動している関係組織・団体の支援に取り組むほか、社会福祉法人・企業・学校等の福祉保健活動へ

の参画を支援します。また、区役所、区社協、地域ケアプラザ等が協働して地域を支えるための基盤

づくりを進めます。 

取組のポイント 

 自治会町内会、地区社協、地区民児協等の活動や運営の継続・拡充に向けた支援 

 地域における福祉保健活動の推進に向けた関係組織・団体の協力体制づくり 

 新たな活動の立ち上げや継続・拡充に必要な支援の充実 
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＜取組＞ 

 情報発信・啓発  

➢ 新たな取組を始める際の活動に関する支援制度について、市役所関係局課の連携による周知 

＜市＞ 

➢ 事例を用いて、誰もが役割を持って主体的に参加できる地域の居場所等の意義や効果の集約と発

信＜市社協＞  

➢ 地域活動団体支援の一環となる共同募金等の周知＜市社協＞ 

➢ 地域にある様々な活動団体情報の発信＜市社協＞ 

 

 連携強化・ネットワーク構築  

➢ 高齢者、障害のある人、子ども・若者等の地域の活動団体が、分野を越えて連携し、顔の見える関係

性を構築するための支援＜市＞ 

➢ 他団体や社会貢献活動を行っている企業との連携・協働による課題解決策の提案＜市＞ 

➢ 地域で活動する関係組織・団体の継続・拡充に向けた連携支援＜市社協＞ 

➢ 区域を越えて活動する団体の連携・協働による課題解決の場づくりや協働事業の提案＜市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 地区連合町内会、地区社協、地区民児協等による、地域の主体的な取組の立ち上げ・継続・発展を

更に支援できるよう、様々な連携事例・ノウハウの集約と発信＜市・市社協＞ 

➢ 団体が自立し活動していくために必要な資金確保の手法等、支援策の提供＜市＞ 

➢ 検討会等で整理された地区社協活動の充実・強化に向けた方向性の「地区社協のてびき」等への

反映、方針の策定＜市社協＞ 

➢ 地区社協活動の充実・強化に関する事例の集約と発信＜市社協＞ 

➢ コロナ禍による地域の変化を踏まえた人材確保事例の共有と発信＜市社協＞ 

➢ 活動の組織化における支援事例の集約と発信＜市社協＞ 

➢ 身近な地域福祉保健活動団体同士による連携・協力といった事例の集約と情報発信＜市社協＞ 

➢ 活動団体等が様々な活動に取り組めるよう、財源獲得を含む課題解決手法の検討・情報提供 

＜市・市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 地域活動者を対象としたフォローアップ研修やリーダー層に向けた研修の充実＜市・市社協＞ 

➢ 各種地域活動の持続可能な運営のための負担軽減に向けた支援＜市＞ 

➢ 各種地域活動の役割を補いあえる人材の確保に向けた支援＜市＞ 

➢ 既存の活動時間や内容にとらわれない、働く世代が地域活動に参加しやすい体制づくり 

＜市・市社協＞ 
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➢ 関係組織・団体のデジタル技術の有効活用の推進＜市＞ 

➢ 「ネットワーク機能を生かして困りごとを抱える人を支える」という地区社協の目的・方向性の共有 

＜市社協＞ 

➢ 地区社協活動の充実・強化の方針に関する区社協及び地区社協向け研修＜市社協＞ 

➢ コロナ禍による地域の変化を踏まえた地区社協支援＜市社協＞ 

➢ 区域、地区連合町内会圏域等における地域人材の発掘・養成に係る事例の集約と発信＜市社協＞ 

➢ ニーズに合わせた助成金制度の見直し＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 地区連合町内会、地区社協、地区民児協等の地域の活動団体と行政や関係機関がお互いの強み

を生かし協働する場の創出＜市＞ 

➢ 各種制度や枠組みを超えた取組の検討のための場づくり＜市＞ 

 

＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

地域活動者を対象としたフォローアップ研修やリーダー層に向けた研修の実施回数 245回 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

③住民同士が地域課題の解決に向けて話しあえている  

 指標：協議体の開催数（生活支援体制整備事業） 682回 

⑥多様な主体による地域活動が広がる  

 指標：・地域貢献活動を実施している社会福祉法人数 

・民間事業者と連携した見守り参加事業者数 

222法人 

56事業者 

⑦多様な主体が地域課題を共有している  

 指標：地域ケアプラザが事務局機能を果たしている地域福祉団体・機関とのネット

ワーク数 
781件 

※ 評価指標については、P.84を参照 
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トピックス：子どもの居場所団体等の連携を通じた地域づくり 

 

トピックス：災害時における情報伝達のデジタル化 

 

○ 現在、南区では 28 の団体（2022年 12月時点）が「子どもが居場所につながり地域で見守りはぐく

む地域づくり」を目指して食事提供や学習支援等を通じた活動をしています。 

○ 令和４（２０２２）年から区全体を４エリアに分けたエリア会議を開催し、活動上の課題を共有し解決

に向けた検討や団体の強みを生かした連携を進めています。 

このエリア会議により、車を所持している団体がフードバンクかながわ等から受け取った寄付品をエ

リア内の他団体に配送する取組が生まれ、団体同士の助け合いに繋がっています。最近では、映画

会などの合同イベントの開催、SNS を活用した情報発信、障害者が担い手として活躍する機会が創

られるなど、エリア内の連携・取組が広がっています。 

○ 今後は、担い手不足、子どもたちにも分かりや

すい啓発媒体の必要性といったエリア別会議

であがっている課題について、区域で検討し

取り組んでいく予定です。 

○ 神奈川区の大口仲町池下町会では、災害時の安否確認や電子回覧板といった機能があるアプリを

2021 年４月から運用しています。大口仲町池下地区はひな壇状の宅地造成で丘陵地が多く、歩行

路が狭いうえ30メートルもの高低差で勾配がきつい地域です。会長は災害発生時の共助に不安を

覚え、災害時支援チームを結成し、要援護者と支援チーム員（要援護１世帯につき２人）をグループ

化しましたが、緊急時に従来の電話連絡では情報伝達に時間がかかりすぎるため、「結ネット」とい

うスマホアプリを導入しました。このアプリの特徴は、平常時には町内会の情報のほか、市や区のHP

にアクセスでき、もしものときには「災害モード」になり、緊急の連絡がリアルタイムでできるようにな

ることです（イメージ図参照）。 

○ アプリの活用により、災害時には支援チームな

ど近所の助け合いがスムーズに行えることが期

待されます。これまで「災害モード」を使うほど

の大災害は起きていませんが、実際の地震の際

には情報伝達の迅速化が実現しました。 

○ また、アプリでの情報発信を始めたことで、公園

清掃等の行事参加者が増えたり、こども会役員

の仕事が軽減するなどの効果も出ているとのこ

とです。 

区内の関係機関が参加する「南区子どもの居場所づくり 

ネットワーク」を中心に作成した『南区子どもの居場所マップ』 
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(２) 社会福祉法人・企業・学校等の主体的な参画に向けた支援 

＜現状・課題＞ 

➢ 昨今の社会環境の変化に伴い、社会福祉法人は、社会福祉事業に係る福祉サービスの供給確保の

中心的役割を果たすとともに、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足することに

より、地域社会に貢献していくことが求められています。 

➢ 地域と社会福祉法人・企業等が連携した取組が広がっていますが、コロナ禍の影響を受け、今まで

の取組が思うように進められなくなりました。 

➢ 子どもの頃から地域とつながることにより、地域に愛着を持ち、地域ぐるみで子育てをしていく風土

づくりへとつながることから、学校を核とした地域づくりの視点が重視されています。 

➢ 多様な主体が地域のニーズや連携先の強みを生かした取組を行うためには、支援機関のきめ細か

な支援が必要であり、単発的な取組から継続的な連携を通じた地域づくりへと広げていくことが求

められています。 

➢ 地域課題解決に向けた取組に、多様な主体がそれぞれの役割や特徴を生かして、参画できるような

支援機関によるコーディネートが必要です。また、様々な活動団体や活動者がつながる交流の機会

や場を更に増やしていくことで、互いに気軽に相談できる関係づくりを支援していくことが必要です。 
 

 

 

 

 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 社会福祉法人が地域の活動団体と連携・協働する意義や必要性の周知＜市＞ 

➢ 市社協の会員施設の種別ごとの部会や研修等、様々な機会を通じた地域貢献活動の意義や必要

性の周知＜市社協＞ 

➢ 企業・商店等へ向けた地域の課題、必要な支援についての情報発信＜市＞ 

➢ イベントなどを通じた子どもの頃から地域に興味・関心を持ってもらうための情報発信＜市＞ 
 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 地域課題の解決に向けた地域、社会福祉法人・施設、企業・商店、NPO等のコーディネート 

＜市社協＞ 

➢ 社会福祉法人・施設、企業・商店、NPO等の強みを生かした社会貢献のコーディネートと先駆的な 

取組の実践＜市・市社協＞ 

取組のポイント 

 社会福祉法人・企業による地域貢献活動の促進 

 地域と学校の連携・協働の推進 

 多様な主体が連携して地域課題を解決するための支援 
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➢ 地域と学校、関係機関が連携した、不登校やひきこもり、ヤングケアラー等への対応に向けた検討・

対策の実施＜市・市社協＞ 

➢ 多様な主体が連携し、継続的に取組が進められるよう、支援機関によるコーディネートの促進＜市＞ 

➢ 地域の課題共有や解決の検討に向けた区社協と会員施設の連携強化支援＜市社協＞ 

➢ 寄付の仕組みを生かした多様な主体による課題解決へ向けたコーディネート＜市社協＞ 

➢ 災害ボランティアセンターの設置・運営に関する検討やシミュレーション等を通じた、関係

機関の連携強化＜市・市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 社会福祉法人・施設の地域貢献活動の推進に向けた、課題の整理と提案＜市社協＞ 

➢ 学校・市民利用施設・社会福祉法人、企業・商店等、それぞれの特徴を生かした地域での活動事例

の集約と発信を通じた地域づくりの方向性や視点の共有＜市社協＞ 

➢ 市内外の企業による取組事例や様々なデータの提供等による、多様な主体と地域がつながるため

の取組支援＜市＞ 

➢ 各地域に向けて多様な主体が既に協働している先進事例を周知する場の提供や周知方法の検

討・実施＜市＞ 

➢ NPOと地域、関係機関等が連携した、生活課題、地域課題への対応事例の集約と発信 

＜市社協＞ 

➢ 市社協の会員組織としてのネットワークなどを活用した地域活動、地域づくりを協働する事

例の集約とその分析を通じた視点・取組の方向性の共有ノウハウの集約＜市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 社会的な課題や地域課題の解決に向けた住民と企業が連携した取組等、多様な主体の連携に関

する新たな事業の試行実施＜市社協＞ 

➢ 不登校やひきこもり、ヤングケアラー等の学齢期の課題対応に向けた、地域と学校、関係機関による

検討と対応策の実施＜市・市社協＞ 

➢ 課題や地域ニーズの把握と多様な主体の活動をマッチングできるような人材・団体の育成＜市＞ 

➢ 市社協の会員施設や団体と連携した福祉人材の確保・育成支援＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 地域協議会の設置、開催を通じた社会福祉法人が地域と共に地域の福祉ニーズを検討する機会

の提供＜市＞ 

➢ 様々な活動団体や活動者がお互いの強みや経験を知る、つながる交流の機会や場づくり＜市＞ 
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＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

・共創「リビングラボ」の活動団体数 

・横浜市市民協働条例に基づく協働事業数 

15団体 

242事業者 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

⑥多様な主体による地域活動が広がる  

 指標：・地域貢献活動を実施している社会福祉法人数 

・民間事業者と連携した見守り参加事業者数 

222法人 

56事業者 

⑦多様な主体が地域課題を共有している  

 指標：地域ケアプラザが事務局機能を果たしている地域福祉団体・機関とのネット

ワーク数 
781件 

※ 評価指標については、P.84を参照 

トピックス：民間企業と連携した見守りネットワーク事業「いそまる」 

  

磯子区社協では企業、商店などの異業種の民間事業者と連携し、ゆるやかな見守り体制の構築や協

力事業者同士のつながりを進めていくことを目指し、見守りネットワーク事業を推進しています。 

きっかけは生命保険会社から区社協へ地域貢献活動の相談があったことです。生命保険会社の営業

職は、顔なじみの顧客の異変や、街中で気にかかる人を見かけた際に相談機関につなぐなどできること

で協力したいとのことでした。そこで、業務を通じたゆるやかな見守りをしながら、個人情報に配慮しつつ

異変を感じた住民の様子を関係機関と共有することなどを定めた協定を締結しました。協定ではほかに

も、営業職のスキルアップを目的とした研修の開催や、協力事業者同士のネットワークづくりを目的とした

連絡会を開催することも定めています。 

このネットワークは、区内の協力事業者が気になる人を重層的に見守ることを目指し、名称を「磯子で

見守る」ことを意識し、「いそまる」と名付け、ロゴマークを作成しました。 

また、動物病院とも協定を締結し、多頭飼育をしている飼い主の背景にある、認知症や高齢による寂し

さなどの相談について、地域ケアプラザなどの支援機関と情報共有をしています。 

地域に根差した様々な企業、商店と連携しながら、きめ細かい見守りのネットワークが広がることを目指

しています。 

「いそまる」のロゴマーク 協定締結の様子 
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トピックス：まちと学生がつながり・つながる“まちづくり”「まち×学生プロジェクト」 

  

〇 ２０１５年１０月、神奈川区六角橋地区を中心としてまち（自治会）、地域ケアプラザ、大学生が協働し

「まちづくり」を考え創るプロジェクト「まち×（かける）学生プロジェクト」が発足しました。 

〇  きっかけは「同じまちに住む学生にもまちづくりに参加してもらいたい」という要望でした。まちと学生

が直接顔を合わせて話し合う中で、『学生とまちの情報共有の場』『学生のイベントにまちが』『まち

のイベントに学生が』そのような関係性を構築することで、よりよいまちづくりができるのではないかと

動き出しました。 

〇  地道な関係づくりの成果として「六
ろ く

神
じん

祭
さい

」をはじめ認知症啓発活動を地元商店街や企業等と協働して

取り組む「オレンジプロジェクト」、まちの誰もがまちづくりに参画できる「キャンドルナイト」等、 

様々な活動が発展し、まちのあらゆる人がつながる大きな“支えあいの輪”が生まれています。 

〇  コロナ禍（非常時）には、平時に培ってきた関係があればこそ自治会、商店街、大学、市社協、 

ケアプラザ等多くの団体が結束し、コロナ禍で生活に困る学生の食・職支援「まち SHOKU」を実

施しました。学生の「食」支援だけでなく、まちの「職（仕事）」を応援し、「お互いさまでつなぐ」、「地

域でともに生活する」をコンセプトに、コロナ禍でも活動の形を変えながら活動を継続し現在に至っ

ています。2022年には持続可能な団体活動の継続の為、「NPO法人格」を取得しました。 

〇   「世代や立場を超えて一緒になってまちを盛り上げる」そして既存のコミュニティを活性化させ、より

よい社会を実現させるため、地域の中であらゆる団体が協働し“つながり”を持てるまちづくりの推

進を行っています。 
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(３) 区役所・区社協・地域ケアプラザ等の協働による地域を支える基盤づくり 

＜現状・課題＞ 

➢ 区役所・区社協・地域ケアプラザ等の支援機関は、地区別支援チームを組織し、各職種の専門性を

生かして地区別計画の策定・推進に関わり、地域を支援しています。 

➢ それぞれの支援機関の総合力を発揮して住民・関係機関等との協働による課題把握・解決への取

組を進めています。 

➢ 地域における生活課題は複合化・複雑化しているため、区役所・区社協・地域ケアプラザ等におい

て一層連携・協力し、解決を図ることが大切ですが、共有・検討・解決を図る場づくりは十分とは言え

ない状況です。 

➢ 支援機関は、目指す地域像を共有し、その達成に向けて各機関が果たすべき役割を確認しながら、

地域を継続的に支援する体制づくりが引き続き必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ データ活用の推進など、住民や関係機関が協働により地域課題を解決するための基盤を構築 

＜市＞ 

➢ 生活困窮、いわゆる「８０５０問題」、ヤングケアラー等、複合化・複雑化した課題への地域支援の必

要性について、講座等で周知＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 区役所・区社協・地域ケアプラザの各事業担当者会議や職員研修の実施による組織間・職種間の

連携促進＜市・市社協＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 生活困窮、いわゆる「8050 問題」、ヤングケアラー等、複合化・複雑化した課題の対応事例の共有

＜市・市社協＞ 

取組のポイント 

 地域特性を踏まえた地域支援の推進 

 個別支援と地域支援の一体的な推進に向けた地区別支援チームの総合力の発揮 

 包括的な支援の体制づくりに向けた関係機関の連携・協働 
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➢ 「地域ケアプラザ業務連携指針」に基づく地域ケアプラザの職種間連携事例の集約と共有 

＜市・市社協＞ 

➢ 区役所・区社協と地域ケアプラザの連携による地域支援実践事例の集約と情報発信＜市社協＞ 

➢ 区社協、地域ケアプラザの実践に基づく手引きの作成・見直し＜市社協＞ 

➢ 行政等から地域に提供される情報を地域支援に有効活用していくための手法の提示＜市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 支援機関が、地域の課題を住民目線で捉え、支援者として関わるスキルを身につけるための研修の

実施＜市・市社協＞ 

➢ 職員のコーディネート力の向上を目的とした区社協、地域ケアプラザ向け研修の実施 

＜市・市社協＞ 

➢ 地域のニーズに合わせた地域ケアプラザの機能の検討＜市＞ 

➢ 複合化・複雑化する課題に対する支援機関としての解決策の検討と施策化＜市・市社協＞  

➢ 地区別支援チームの総合力を発揮し、個別支援と地域支援を一体的に進めるための視点の共有 

＜市・市社協＞  

➢ 多機関連携により支援が必要な人を地域につなげる意識の醸成と情報の共有＜市＞ 

➢ 地区別計画の策定・推進支援のための研修、会議等の実施＜市・市社協＞ 

➢ 身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業等を通じた、地域における切れ目のない支援とそれ

が実現できる地域づくりへの実践の方向づけ・支援＜市社協＞ 

 

＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

地域福祉保健計画に関する職員研修の実施回数 80回 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

⑧地域における個別の困りごとを関係者が連携して受けとめられる（支援者がひとり

で抱え込まない） 
 

 指標：民生委員・児童委員が困りごとを相談されたときの相談先と連絡調整回数

（委員相互・その他関係機関） 
445,859回 

⑨個別課題解決の視点を持った地域支援ができている  

 指標：個別課題を見据えた地域支援の検討をした地区別支援チーム数 255件 

※ 評価指標については、P.84を参照 
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トピックス：地域ケアプラザ ～地域の身近な福祉・保健の拠点～ 

 

○ 地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など、誰もが地域で安心して暮らせるよう、身近な

福祉・保健の拠点として様々な取組を行っている横浜市独自の施設です。概ね中学校区を目安に、

市内の各地域に設置されています。 

○ 地域の皆様の福祉・保健活動やネットワークづくりを支援するとともに、住民主体による支えあいの

ある地域づくりを支援しています。また、地域の中での孤立を防ぎ、支援が必要な人を把握して支援

していくとともに、地域の課題を明らかにして地域住民と一緒に解決に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 地域ケアプラザではこの他に、居宅介護支援事業を実施しています。また、一部を除き、高齢者デイサービス等を実施

しています。 

※２ 地域包括支援センターは地域ケアプラザと一部の特別養護老人ホームに設置しています。 

 

○ 人を⽀える⽀援には、「専⾨的な⽀援（事業所や専⾨機関が提供するサービス等）」と「地域住⺠に

よる⽀援（地域住⺠による⾃主的な取組や⽀えあい活動）」があり、⽇々の暮らしを切れ⽬なく⽀え

るために、両者は⼀体的に⾏われる必要があります。地域ケアプラザは、個⼈を直接⽀援するだけ

でなく、その⼈に対して、「専⾨的な⽀援」と「地域住⺠による⽀援」を両輪で進められるよう、それぞ

れの取組や活動等を⽀援しています。 

○ 地域ケアプラザには複数の職種が配置されているため、それぞれの専⾨的な知識や視点を⽣かし

て各事業を連動させ、地域ケアプラザ全体で地域に根差した取組を行っています。 

 

・福祉・保健に関する相談・助言 

・地域の福祉・保健活動やネットワークづくりの支援 

・地域の福祉・保健活動の拠点として活動の場の提供 

・ボランティア活動の担い手の育成・支援 

・高齢者に関する相談・支援 

・介護予防・認知症予防教室の開催など 

・介護予防の取組 

・成年後見制度の活用や高齢者虐待防止など 

の権利擁護 

・地域のケアマネジャー支援や事業者や地域の 

関係者などとの支援のネットワークづくり 

・介護予防ケアマネジメントの作成 

地域包括支援センター ※２ 

地域ケアプラザ  ※1 

 

 

地域ケアプラザの主な職種 

●所長 

●保健師 等 

●社会福祉士 等 

●主任ケアマネジャー 等 

●生活支援コーディネーター 

●地域活動交流コーディネーター 

                   など 

 
地域包括 

支援センター 
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3 多様性を尊重した幅広い市民参加の促進 

 
 

(１) 多様性を理解し、尊重しあえる地域づくり 

＜現状・課題＞ 

➢ 誰もが自分らしく暮らしていくためには、一人ひとりの立場や背景を踏まえて、それぞれの生き方や

存在を相互に理解し、尊重しあえる意識をより一層高めていくことが大切です。 

➢ 障害のある人や外国人、性的少数者など、様々な立場や背景のある人に対する偏見や差別がある

ことで助けを求めにくい状況や、家族が抱え込んでしまっている状況があります。 

➢ 福祉教育や啓発活動を通して、多様性の理解や困難な状況にある人を受け止める地域づくりが進

められていますが、生きづらさの背景は多様化かつ複合化しており、より多くの人に理解を広めてい

く必要があります。 

➢ 障害当事者同士や団体、相談支援機関の交流やネットワークは広がりつつあるものの、障害による

コミュニケーションの難しさもあり、障害のある人の中にはつながりが希薄であると感じている人も

います。 

➢ 同じ地域で尊重しあって暮らすためには、日常の中でつながり、互いの状況を踏まえ、得意なことや

不得意なことを理解し、支えあう関係性が育まれていくことが大切です。 

 

 

 
 
 
 
 

  

【全体の方向性】 

障害のある人や外国人、性的少数者など、様々な立場や背景、価値観の違いといった多様性を理

解し、尊重しあえる地域づくりを進めます。また、身近な地域で交流し、つながり、社会に参加する機会

を創出・拡充するとともに、一人ひとりの状況に合わせた健康づくりを推進します。デジタル技術の活

用など、アフターコロナも含めた新たな時代や環境の変化に即したつながりづくり等も検討・創出し

ます。 

取組のポイント 

 立場や背景、価値観の違いを理解し、尊重しあえる風土づくり 

 日常のつながりの中での相互理解の推進 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 学校での多様性の理解につながる周知、啓発＜市＞ 

➢ 地域住民の多様性の理解につながるような活動等の周知＜市＞ 

➢ ソフトとハードが一体となった地域づくりの推進、多様性を尊重し、安心して自由に生活できる福祉

のまちづくり等に関する情報提供及び理解促進＜市＞ 

➢ 困ったときに、互いに支えあう関係づくりを構築できるよう、市と区の連携による関係機関や地域に

向けた啓発＜市＞ 

➢ まちづくり等、福祉保健に限らず関連する他分野と連携した地域づくりの推進と支援制度の周知 

＜市＞ 

➢ 障害への理解の促進と活動機会の拡充に向けた、障害者施設等の自主製品販売や作業受注に関

する情報発信＜市・市社協＞ 

➢ 障害のある人等の当事者講師による理解促進の取組拡充＜市社協＞ 

➢ 多様性への理解を促進するための啓発ツールの作成と頒布＜市・市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 国際交流ラウンジ、市民協働推進センター、市民活動・生涯学習支援センター、市民利用施設等の

様々な社会資源と関係機関等の多文化共生と地域福祉のつながりを意識したネットワーク構築 

＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 多様性への理解を促進するため、安心、安全に地域活動を続けられる工夫等の取組事例の共有  

＜市＞ 

➢ 多様性への理解を促進するプログラムの検討と運用方法の提案＜市社協＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 地域の中で高齢者、障害のある人、子ども・若者、外国人等との出会いやつながる機会の創出 

＜市・市社協＞ 

➢ 障害への理解を進めるため、障害のある人等による当事者講師の養成＜市社協＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 同じ悩みを持った人や仲間とつながる場の提供＜市＞ 

➢ 多様性を理解しあう関係づくりに向けた、障害のある人等との共通体験の場の拡充＜市社協＞ 

➢ 世代や障害、国籍等様々な人が、立場や背景を超えて参加できる緩やかな場の創出＜市＞  
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＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

多様性理解啓発プログラム実施回数 206回 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

⑩多様な立場や背景、価値観の違いを知る機会が増える  

 指標：・学校の福祉教育の参加者数 

・福祉のまちづくりの研修参加者 

新たに集計 

285人 

※ 評価指標については、P.84を参照 

 

トピックス：支え手としての当事者団体の取組 

 

 

 

  

○ 「横浜市障害者社会参加推進センター」では、障害の有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明る

く暮らせる社会づくりに向けて、「障害者自らによる様々な社会参加促進施策」を実施し、地域におけ

る自立生活と社会参加を推進しています。 

○ その中でも、ピア相談事業は、障害者本人やその家族が相談員となって、同じような環境や悩み、経

験を生かして困りごとの相談に応じています。ピア相談のご利用者からは、「当事者同士で相談でき

たことによる安心感やよく話を聞いてもらい、当事者目線による地域の社会資源やサービスにかか

る情報提供をしてもらえた」といった感想が寄せられており、当事者同士ならではのきめ細かい相談

が行われています。 

○ そのほか、当事者としての視点を踏ま

えたパンフレットや動画の作成、学

校・地域・事業所等が福祉学習を行

う場合の講師（障害当事者等）の紹

介やDVD教材の貸出等の相談に応

じるなど、地域に向けた普及啓発な

どにも取り組んでいます。 

 

【写真】ピア相談の様子 
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トピックス：当事者団体と協力して実施する啓発の取組と当事者支援事業 

 

 

トピックス：福祉のまちづくりの推進 

 

○ LGBT など性的少数者は私たちの身近に存在しています（人口の３～10％）。しかし、学校や職場、

家族、そして地域社会からの誤解や偏見などを恐れ、周囲に悩みを伝えたくても伝えられずにいる人

もいます。 

○ 性的少数者が抱える課題にきめ細やかに対応するためには、柔軟な行動力等を生かして啓発や相

談に取り組む当事者団体との連携が不可欠です。横浜市では、市内の当事者団体と丁寧に対話し

ながら、様々な施策に取り組んでいます。 

 

《当事者団体と連携・協力している取組の一部》 

○ 性的少数者やその家族などの悩みや困りごとにまつ

わる展示等、多様な性について「自分に身近なこと」

として考えるきっかけづくり 

○ 性的少数者の方々が悩みを誰にも相談できずに孤立

し、ひきこもりや自死という深刻な状況に追い込まれ

ることを防止することを目的とした、市内の当事者団

体による性的少数者専門の相談窓口や当事者同士

の交流スペースの提供 

 

※ 「働き方と暮らしの多様性と共生」研究チーム（2019 年）「大阪市民の働き方と暮らしの多様性と共生にかんするアンケート」、株式会

社 LGBT 総合研究所（2019 年）「LGBT 意識行動調査2019」、電通ダイバーシティ・ラボ（2018）「LGBT 調査2018」 など 

横浜市では、福祉のまちづくり条例に基づき、平成 11（1999）年から「横浜市福祉のまちづくり推

進指針（以下「推進指針」という。）」を策定しています。 

令和３（2021）年に公表した新しい推進指針（令和３（2021）年度～７（2025）年度）では、福祉のま

ちづくりにあまり関わりがなかった人にも親しんでいただけるよう「ふくまちガイド」という愛称をつけまし

た。 

ふくまちガイドは、主に福祉のまちづくりを推進し、横浜が目指す姿である 

「ビジョン（未来像）」、ビジョンを実現するための大切な考え方である４つの

「ポリシー（理念）」、ポリシーを踏まえ、ビジョンを実現するための「アクション

（行動）」で構成されています。 

横浜は、開港当初から国内外の様々な文化を受け入れて発展してきました。 

その中で培われた多様性を大切にする風土を将来につなげ、横浜に関わる

全ての人のアクション（行動）を積み重ねることで、ふくまちガイドが目指す 

「安心して自由に生活できるインクルーシブ（全ての人が受け入れられ、参加

できる）なまち」の実現につながります。 

福祉のまちづくりは、障害のある人もない人も、子どもから大人まで誰もが

安心して自由に生活できるよう、市、事業者、市民の三者が連携して推進する

ことが求められています。 

皆さんも、ふくまちガイドをきっかけに、ちょっとしたことから始めて、地域

の活動に拡げてみませんか。 

※ 

「ふくまちガイド」 
（令和３年度～７年度） 

🔍横浜市 ふくまちガイド 
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トピックス：世代や国籍を超えてつながる、地域のみんなの居場所「ぷらっと kiricafe」 

  

○ ２０２３年１月、地域コミュニティカフェ「ぷらっと kiricafe」は、緑

区霧が丘にオープンしました。 

「地域の人が繋がれる、誰でもぷらっと立ち寄れるカフェ」がコ

ンセプトとなっており、多世代（お子様からご年配の方）・多国

籍の方など誰でも気軽に立ち寄っておしゃべりしながら、コーヒ

ーやランチを楽しんでいただける場所として NPO 法人霧が丘

ぷらっとほーむが運営しています。 

○ この場所ができるきっかけになったのは、「みどりのわ・ささえ愛プラン（緑区地域福祉保健計画）」の話し

合いで霧老連（シニアクラブ）の課題として「居場所づくり」が提案されたことでした。 

○ 昭和 50 年代にベッドタウンとしてできたまちは、年月が経ち、少子高齢化やインド人移住者の増加

により、多世代・多文化が混ざり合う特色のあるまちへと変化しました。 

○ 居場所づくりの取組を進める中で、「シニア世代」、「子育て世代」、「多文化共生」の団体が出会

い、三者が協働するNPO法人「霧が丘ぷらっとほーむ」が設立されました。 

○ 平日（月火木金）はランチ、土曜はモーニングの営業をしており、曜日によって、日本語教室や学習

支援などの時間もあります。その他にも楽しく、ためになる多世代・多文化交流イベントや地域の学

びあいの機会になるような様々なイベントが開催されています。 

○ カフェでは、地域に暮らすシニア世代、子育て世代、月曜日にはインドのお母さんが一緒においしい

料理を作りながらキッチンを支え、ホールスタッフとしても活躍しています。 

シニア世代の男性がランチに訪れ、スタッフとも話が弾んでいたり、学校帰りに子ども達が立ち寄っ

て声をかけてくれるなど、自然と交流ができ、笑顔があふれる場所です。 

○ また、普段出会えない立場の人々の交流の場であり、インド人の子どもたちにシニアの人が折り紙

を教えるなど、世代も国籍も超えたつながりが生まれるきっかけにもなっています。 

○ 霧が丘地区では地域に住む様々な立場の人がつながり、「楽しむ」、「小さな困ったことを助け合う」、

「学び合う」という、地域に住む人みんなで解決できる仕組みを作ることで、人の温かさが感じられる

地域を目指しています。 

キッズスペースや地域の作家さんが 

作ったハンドメイドマルシェもあります 
オープニングセレモニー 

霧が丘学園６年生が企画！ 
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(２) 交流・つながり、社会に参加する機会の創出と拡充 

＜現状・課題＞ 

➢ 就労地と居住地の分離や、世帯の少人数化などにより、地域における住民相互の「つながり」が

徐々に希薄化しています。日々の暮らしの中で、多様な世代や様々な状況にある人が地域で知りあ

い、つながる仕掛けや働きかけが必要です。 

➢ 令和元年度横浜市市民意識調査では、何かの形で社会に役立つことをしたいと考える人が６割近

くいる一方、参加している地域活動が「特にない」と回答した人も約６割となっています。多くの人が

自分ができる範囲で地域福祉活動に関わる機会を増やし、地域のニーズとつなげ、誰でも社会貢

献ができることを改めて発信していくことが求められています。 

➢ 横浜市の在住外国人は１０万人を超え、今後更なる増加が見込まれます。就労や地域活動などに取

り組みたいと考える外国人も多く、地域を支える存在になれるような環境整備が求められています。 

➢ コロナ禍においては、SNSによる情報発信やオンライン会議等といった新たな方法によるつながり 

づくりが生まれました。また、身近なつながりや支えあいが途絶えないよう、地域で培ってきた取組の

意味を再確認する動きもありました。さらに、これまで地域活動をしていなかった人も、寄付などを通

じた新たな参加が生まれました。 

➢ 市内では趣味やスポーツ等、様々な生涯学習・市民活動が行われています。身近な地域で交流し、

つながることは、地域の課題や変化に気付くきっかけになります。気付きを自分事として捉えて、でき

ることから取組を広げることで、自分の居場所や生きがいが見つかり、支えあう地域へとつながって

いきます。様々な活動の中にある福祉保健活動としての要素を大切にする必要があります。 

➢ 多様な世代が身近な地域でつながっていくためには地域で子どもを育てるという視点を重視し、こ

どもの頃から地域とつながるきっかけづくりが必要です。また、乳幼児期から学齢期・青年期、働く世

代、高齢者や障害のある人、一人ひとりの状況や価値観に合わせた多様なつながりのきっかけづく

りが求められています。 

➢ 地域活動の担い手不足や多様化する地域課題に向きあうため、地域福祉保健活動に関わる人材

の裾野を広げていく必要があります。 

 

 

 

 

  

取組のポイント 

 身近な地域で交流し、つながることの大切さの共有 

 多様な世代や背景の人と人、人と組織がつながる場や機会の拡充 

 生きがい・楽しみと福祉保健活動の一体的な推進 

 子どもの頃から地域とつながるきっかけづくり 

 時代や環境の変化に即したつながりづくりの検討・創出 
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＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 地域の支えあいの取組や福祉保健活動の趣旨の地域住民・関係機関・団体への発信・啓発 

＜市社協＞ 

➢ 地域福祉保健計画の理念、目指す姿の広報・啓発＜市＞ 

➢ できる事から気軽に参加できる活動の情報発信＜市＞ 

➢ 一人ひとりの価値観や生活状況にあった多様な選択肢のある地域活動について情報発信＜市＞ 

➢ 趣味やスポーツ等の実施内容をはじめ、曜日や時間帯、所要時間等、きめ細かな参加メニュー情報

の集約・提供＜市社協＞ 

➢ デジタル技術を活用した幅広い世代に向けた地域活動の情報発信＜市＞ 

➢ 地域学校協働本部、学校・地域コーディネーターの目的や役割について地域住民、関係機関・団体

へ理解の促進及び周知＜市＞ 

➢ あらゆる人に役割や出番があるといった地域づくりの方向性の発信＜市社協＞ 

➢ 寄付を身近に感じ、多くの市民が参加したいと思える寄付文化の醸成に向けた取組＜市社協＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 乳幼児、小中高生、若者、妊婦、子育て世代等が地域とつながるための、地域子育て支援拠点、青

少年の地域活動拠点、保育所、幼稚園、学校等と地域が連携した取組の推進＜市・市社協＞ 

➢ 地域と学校、社会福祉法人、企業・商店、NPO等のつながりづくりの支援＜市＞ 

➢ 学校運営協議会等の仕組みを活用し、地域と小学校・中学校が協働し、より良い地域社会を実現す

るための支援策の推進＜市＞ 

➢ 学校・地域コーディネーター等の機能を生かした、小中高生の地域の活動への参加の促進＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 誰もが役割を持って主体的に参加できる地域の居場所等の意義や効果、事例の集約と共有 

＜市社協＞ 

➢ 自身の興味関心が社会参加や自らが地域活動の担い手になることへとつながる環境づくりに関す

る情報の集約と発信＜市社協＞ 

➢ 趣味や生きがい活動と福祉保健活動を一体的に進める取組事例の集約と共有＜市社協＞ 

➢ 職業上の得意分野を生かした地域貢献活動の取組事例の共有＜市＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 社会参加や地域貢献に関する市民向けの研修、ワークショップ等の開催＜市＞ 

➢ 各地域活動者を対象としたフォローアップ研修やリーダー層に向けた研修の実施＜市・市社協＞ 

➢ ボランティア活動を通じた社会参加プログラムの検討と支援メニューとしての提案＜市社協＞ 
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➢ 職業上のスキルや専門知識を生かした人材の活用＜市＞ 

➢ 市民活動・生涯学習支援センターの地域課題に合わせたコーディネート機能の強化＜市＞ 

➢ 趣味や特技等を生かして、地域活動に関わってもらえるような地域の人材とのつなぎ役の育成 

＜市＞ 

➢ 子どもの居場所に関する団体・関係機関への活動支援、研修等の実施＜市・市社協＞  

➢ 学校・地域コーディネーターの養成講座の実施と学校への配置＜市＞ 

 

交流等の場の充実 

 

➢ 乳幼児から高齢者まで幅広い世代、外国人、障害のある人等、様々な人が個人の状況、価値観に合

わせて、誰もが参加しやすく地域とつながりを持てるための多様な交流の場や機会の創出 

＜市・市社協＞ 

➢ 防災訓練等の地域の活動・行事への高齢者、障害のある人、妊婦、子ども、外国人等、様々な状況に

ある人の参加・参画の促進＜市・市社協＞ 

➢ それぞれの活動の特徴を生かしながら多世代交流や見守り等につなげられるような可能性の検討、

活動の支援＜市・市社協＞ 

➢ 地域活動の新たな手法、デジタルの活用へ向けた支援＜市＞ 

➢ 子ども食堂や学習支援、地域のフリースペース等、子どもの居場所の実態把握と拡充支援 

＜市・市社協＞ 

 

＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

地域活動への参加のきっかけとなる講座の開催回数 165回 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

⑪幅広い市民参加に向けて、これまで参加できなかった人が参加できる地域活動が

広がっている 
 

 指標：・市民協働推進センター及び区市民活動支援センターの相談件数 

・市民意識調査で「市民が地域活動に参加している」と回答した割合 

16,761件 

41.1％（R１） 

⑫つながりや交流による健康づくりを行う人が増える  

 指標：通いの場への参加率 10.6％ 

⑬身近な地域に健やかに過ごすための場所や機会が増える  

 指標：健康づくり、保健活動の視点を重視した地域主体の取組数 821件 

※ 評価指標については、P.84を参照 
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トピックス：ボランティア体験を通じて地域ぐるみで青少年を育む ～青少年の地域活動拠点の取組～ 

 

トピックス：国際交流ラウンジにおける相互理解・活躍促進の取組 

  

○ 「青少年の地域活動拠点」は市内に７か所あり、中高生世代が安心して気軽に集える居場所と、社

会参加プログラム等の体験活動や多世代交流等の機会を提供する場です。 

○ 都筑区青少年の地域活動拠点「つづきMYプラザ」では、「都筑区青少年指導員連絡協議会」と連

携して、小学 5 年生～高校生を対象に、夏休みボランティア体験活動「はぁと de ボランティア」を実

施しています。2008 年度から開始し、2022年度まで延べ 1,265 か所の体験先で、3,211 名の

青少年がボランティア活動をしました。 

○ ボランティア体験は、青少年が、地域とつながり、社会参加を通して成功体験を積み重ね、自己肯定

感を持つきっかけとなります。 

○ 大人たちは、青少年がボランティア活動に参加し、多世代交流、多様な協働体験を通して、社会性、

自主性を身に付けることを応援します。また、青少年の受入れ先に、青少年への理解を持ってもらえ

るよう働きかけ、地域ぐるみで青少年を育てます。 

○ 青少年の地域活動拠点と青少年の成長を支える青少年指導員、そして地域が連携し、未来を担う

少年を育む「はぁと de ボランティア」は、地域の可能性に気付き、新たなエネルギーを生む、地域

に欠かすことのできない取組となっています。 

   

○ 急速な在住外国人人口の増加に伴い、文化や習慣の違いなどにより、地域で暮らす在住外国人と日

本人との間に誤解や溝が生じることがあります。 

○ このため、身近な多文化共生の拠点である「国際交流ラウンジ」のうち、外国人の集住が進む一部の

区では、スタッフが外国人と日本人の相互理解や外国人の活躍促進の取組を進めています。 

○ 具体的には、自治会町内会の会合へスタッフが参加し、外国人との共生に際し生じている困りごとを

ヒアリングした上で、在住外国人への生活ルールの普及啓発に努めるとともに、日本人と外国人が交

流を持つ機会を設けることなどを通じて、相互の理解を深め、互いに安心して暮らせるまちづくりを進

めています。 

○ あわせて、在住外国人の地域活動への参画を促す取組も行い、誰もが自分らしく活躍できるまちづく

りや地域活性化に取り組んでいます。 

○ 例えば、なか国際交流ラウンジでは、学習支援教室の

卒業生である外国につながる若者が活動グループと

して地域のお祭りや清掃活動などに参加しているほ

か、映画製作等などにも取り組み、若者の自己表現の

機会としても機能しています。 

【写真】外国人が集住する地区の小学校における保護者向け 

生活ガイダンスの様子 
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トピックス：学生の学びを生かしたボランティア活動 

 

 

トピックス：趣味をきっかけとした地域活動への参加（レコード鑑賞会） 

 

  

〇 学校法人岩崎学園情報科学専門学校の先生から、「学生が学んでいることを生かして地域の困りご

との解決につなげたい」、「地域の方と交流することで学生にとって貴重な経験としたい」との相談をき

っかけに、地域の高齢者を対象とした SNS 活用のスマホ講座を開きました。コロナ禍で対面できる機

会が持てない中でしたが、SNS やオンラインミーティングなどで準備を重ねた結果、手作りのテキスト

などを用いた学生による講座は、参加者に大変好評でした。 

〇 講座に参加した高齢者から「デジタル社会に置いていかれるのではないか不安」と聞いた学生から

は、「これからの授業の中で高齢者が ICT のツールやサービスを練習するためのアプリを作ってみた

い」といった今後につながるような感想がありました。 

終盤は参加者、学生が入り混じっての講座になりました 

 

学生が司会進行、講師を務めました 

「レコード鑑賞会」の活動は平成３０（2018）年「地域づくり塾かなざわ」での最終課題「新たな社会

資源を生み出す」の企画の中から誕生しました。コロナ禍でも密にならないよう工夫し、毎月第２火曜日

に金沢区にある瀬戸町内会館で活動を続けています。 

寄贈していただいたレコードや、懐かしいレコードを持ち寄

り、音楽を聴きながらおしゃべりを楽しむ「レコード鑑賞会」。ジ

ャンルは歌謡曲からジャズまで取り揃え、どなたでも楽しめる

ようにしています。当時の思い出や、それ以外のお話でも自由

にお話しながらの仲間づくり。 

参加者から「懐かしい曲に心が和む」、「生活に張り合いが

できている」、「外出する機会ができて嬉しい」との声が寄せら

れるなど、地域での良い人間関係ができました。また、高齢者

の参加も多いため、見守りの機会にもなっています。 

「レコード鑑賞会」が地域活動に参加していただけるきっかけ

になればよいと考えています。 
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(３) つながりを通じた健康づくりの推進 

＜現状・課題＞ 

➢ 健康づくりの活動は、世代を超えて身近な地域で広がり、市民の社会参加の機会となり、生きがい

にもつながっています。 

➢ コロナ禍の影響で地域の健康づくり活動の場や機会が減少し、心身の健康状態の低下や社会的

孤立の増加が懸念されました。日常の人とのつながりを通じた健康づくりの重要性が再認識されま

した。 

➢ 健康に関心がない人や、地域とつながりのない人へ健康づくりの働きかけが届きにくい現状があり

ます。人と人のつながりを通じて、身近で気軽な健康づくりの活動を多くの市民に広めていく必要が

あります。 

➢ 病気や障害のある人もない人も、全ての人が、一人ひとりの状況に合わせて健やかに過ごせるため

の環境づくりが必要です。 

➢ 人と人のつながりを通じた健康づくりの推進の意識の醸成は、徐々に広まりつつありますが、更に多

くの住民に意識の定着を図り、健康づくりの活動を広げていくことが必要です。 

➢ うつ病、依存症などこころの病気に対する誤解や偏見をなくしこころの健康の保持増進に努めてい

けるよう環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

＜取組＞ 

情報発信・啓発 

➢ 乳幼児から高齢者まで、ライフステージに合わせた運動や食事、睡眠等の適切な生活習慣につい

て、学校、医療機関、関係機関、企業等を通じた周知・啓発＜市＞ 

➢ 身近な場所で気軽に参加できる健康づくりに関するイベント、講座等の情報の周知＜市＞ 

➢ 地域で健康づくりに関わる機関・団体・グループの活動内容の周知＜市＞ 

➢ 気軽に参加できる交流の場、イベント等の場所での健康づくりに関する情報の普及・啓発＜市＞ 

➢ 疾病の早期発見のために、特定健診やがん検診の定期的な受診の勧奨＜市＞ 

➢ 生涯にわたって健康な歯・口腔を維持するため歯科健診の定期的な受診の勧奨＜市＞ 

➢ 様々な分野の活動者に向けた、地域でのつながりを通じた健康づくりの考え方の広報・啓発＜市＞ 

取組のポイント 

 様々な状況にあっても一緒につながることができる健康づくりの推進 

 一人ひとりの状況に合わせて健やかに過ごすための環境づくり 

 地域住民、関係団体、医療機関、教育機関、企業・商店など様々な主体による健康

づくりの推進 
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➢ 障害等の状態に合わせた運動や食事、睡眠等の適切な生活習慣について、医療機関、関係機関、

企業等を通じた周知・啓発＜市＞ 

➢ 市民へ向けた、人とつながりを保つこと、普段の生活の中で生きがいや楽しみを見つける事の重要

性の周知・啓発＜市＞ 

➢ こころの健康について症状が深刻化する前の段階での見守りや相談・受診につながるように、地域

での理解の促進＜市＞ 

➢ 自殺対策、依存症対策についての市民に向けた広報・啓発＜市＞ 

➢ SNSなど様々な手法を活用した若い世代への健康情報の普及啓発＜市＞ 

➢ 災害、感染症等の予期せぬ危機的な事態でも健康を維持するための行動、備えの啓発＜市＞ 

 

連携強化・ネットワーク構築 

➢ 地域での仲間づくりを通した健康づくり活動の組織化支援＜市・市社協＞ 

➢ 地域の活動者、企業、商店街、医療機関、教育機関、関係機関等との連携を通じた幅広い世代や

様々な状況の人への健康づくりの推進＜市＞ 

➢ 保健活動推進員や食生活等改善推進員等の、地域や様々な分野の活動団体や関係機関同士のつ

ながりづくり＜市＞ 

 

事例・ノウハウの共有 

➢ 地域と学校、関係機関、企業等の具体的な健康づくりの取組事例の紹介＜市＞ 

 

人材育成・確保／体制強化 

➢ 保健活動推進員や食生活等改善推進員等、健康推進に関わる団体・関係機関、地域住民への健康

課題の変化や地域の課題についての情報提供や研修等の実施＜市・市社協＞ 

➢ 健康づくりに関わるグループ、団体の活動継続の支援＜市＞ 

 

交流等の場の充実 

➢ 保健活動推進員や食生活等改善推進員、地域活動団体と連携した身近な地域での健康づくり活

動の推進＜市＞ 

➢ 老人クラブ（シニアクラブ・シルバークラブ）や地域の親子の居場所等と連携した健康づくり講座の

推進＜市社協＞ 

➢ デジタル技術を活用した健康講座や交流の場の開催＜市＞ 
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＜指標＞ 

（活動指標） 

 現状値(R４年度) 

保健活動推進員・食生活等改善推進員の研修実施回数 186回 

介護予防人材の発掘と支援の実施回数 165回 

 

（関連する直接アウトカム指標） 

 現状値(R４年度) 

⑫つながりや交流による健康づくりを行う人が増える  

 指標：通いの場への参加率 10.6％ 

⑬身近な地域に健やかに過ごすための場所や機会が増える  

 指標：健康づくり、保健活動の視点を重視した地域主体の取組数 821件 

※ 評価指標については、P.84を参照 

 

 

トピックス：港南区「笹寿会」（老人クラブ）の「自立と支援」をモットーにつながり、交流、まちづくり 

 

 

  

〇 港南区「笹寿会」は笹下台団地で活動しています。現在高齢化率４４%のこの団地は、丘の上に位置

し、高齢化による住民の外出困難、孤立・孤独化、交流頻度の低下といった課題があります。そのため「笹

寿会」では「自立と支援」をモットーに解決手段を考案・実現してきました。 

〇 取組例① 「ささカフェ」 

住民の孤立・孤独化を防ぐため月１回、集いの場づくりとして「ささカフェ」を開催。最初からこうすべき

という決まりを作らず、アイディアなどを生かして、変化を楽しみながら活動を続けています。富士山が見え

るこの場所で、お茶を飲みながら皆で集まり交流しています。 

〇 取組例② 「ささげ台マルシェ」                        

  朝市「ささげ台マルシェ」は移動車店舗による食料品、地域の手工芸品・

パンなども購入できます。外出して立ち寄り、自然に交流の機会となってい 

ます。この取組により、団地内で様々な世代の交流が増え、地域の活性化に

もつながっています。 

〇 取組例③ 「ラジオ体操」、「モルック」 

マルシェの日に合わせ、同じ場所で「ラ

ジオ体操」と「モルック（北欧発アウトドアス

ポーツ）」も同時に開催。楽しく交流しなが

ら、健康維持増進になっています。 
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トピックス：つながりで健康づくり～保健活動推進員、食生活等改善推進員の地域の取組～ 

 

保健活動推進員の地域の取組 

 

 

食生活等改善推進員（ヘルスメイト）の地域の取組 

 

〇  横浜市保健活動推進員として、横浜市長から委嘱を受けた約3,800名の市民が活動しています。 

地域の健康づくりの推進役で、行政の健康づくり施策のパートナーです。2023年には、制度発足か 

ら 75周年を迎えました。 

〇  自ら健康づくりを実践するとともに、家族や周囲の人に広め、地域全体で健康づくりを実践できるよう

なきっかけづくりや、健康づくりを継続するための支援を行っています。企画開催にあたっては、区福

祉保健センターはもちろんのこと、地域のネットワークを生かし、医師・歯科医師・薬剤師、地域ケアプ

ラザやスポーツセンター等の専門家の協力を得ながら取り組んでいます。 

〇  市や区における活動報告会等で、お互いの取組を発表し合い、切磋琢磨しながら、活動の視野を広

げています。地域のつながりを生かし、楽しむことも大切にする健康づくりの活動は、保健活動推進員

らしさであり、横浜市にとってかけがえのないものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

〇  食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）は、「私たちの健康は、私たちの手で」のスローガンのも

と、地域ぐるみの健康づくりを目指し全国で活動するボランティアグループです。各区福祉保健セン

ターで実施する食生活等改善推進員養成講座を修了した市民で構成されています。 

〇  46道府県、５市に協議会がある全国組織で、全国で約11万人、横浜市では市内18区全てに組織

されており、約 1,３00 人の推進員がいます。子どもから高齢者までの全ての世代を対象に、食を通

じた健康づくりを推進するため、健康課題やニーズを踏まえて、地域に密着した活動を行っています。 

 

区民まつり 体操教室 ウォーキング 

 

ヘルスメイト 
シンボルマーク 

学校での食育講座

座 

健康イベントでの啓発 
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